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                                                                         （公印省略） 
 

既設砂防堰堤に係る河道埋そくの取扱いの運用について 
 

標記については、令和７年４月１日付け、国水防第２０３８号、国水砂第４３７号、国水保第

１６９号をもって防災課長、砂防計画課長、保全課長から通知（以下「取扱い」という。）された

ところであるが、その運用を下記のとおり定めたので通知する。 
 

記 
 
１ 「取扱い」にいう、「砂防堰堤が明らかに被災していないもの」の「砂防堰堤の緊急除石」に

おける国庫負担申請にあたっては、「取扱い」表－１※３の①から④の各条件を満たすことが説

明できる資料を整備すること。 
なお、表－１※３の③にいう、「除石計画に基づき平時から定期的な点検が実施され、必要に

応じた除石（流木除去含む）が実施されていること」を説明できる資料とは、災害発生年の出

水期前に土砂等の堆積面が除石管理基準高を超えていないことを確認した堆砂域の全景写真等、

または、出水期前の点検で除石管理基準高を超えていた場合においては、除石により除石管理

基準高を超えていないことを示す堆砂域の全景写真等とする。ただし、出水期前の点検で除石

管理基準高を超えていることを確認した後、除石工事が完了するまでの間に、国庫負担要件を

満たす土砂流出が発生した場合においては、合理的な理由（例えば、可及的速やかに除石工事

に着手したが、除石対象土砂量が多く、除石工事完了までに時間を要した旨 等）を説明でき

る資料を合わせて提示する。 
除石計画に位置づける除石管理基準高については、平時からの維持管理状況が写真等でも把

握しやすいように、堰堤背面に線引き、または堰堤背面に標尺を設置するなどしておくことが

望ましい。 
 
２ 「取扱い」表－１※３の④にいう、「計画捕捉量」、「計画堆積量」は別紙のとおりとする。 

 
以上 

 



（別紙）砂防堰堤の型式ごとの計画捕捉量、計画堆積量

：計画捕捉量＋計画堆積量の和＋

不透過型砂防堰堤 透過型砂防堰堤 土石流堆積工

除石管理基準高

計画堆砂線
計画捕捉量

（計画上必要な空間を確保するため
に除石を必要とするライン）

計画堆積量

平常時堆砂線

計画堆砂線計画捕捉量

除石管理基準高

（計画上必要な空間を確保するため
に除石を必要とするライン）

計画堆砂線

計画堆積量

（計画上必要な空間を確保するため
に除石を必要とするライン）

除石管理基準高

不透過型砂防堰堤のイメージ
透過型砂防堰堤のイメージ

土石流堆積工のイメージ


